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さらに郊外化
⑤開発により自然
が失われる

①郊外に住宅や大規模な
　商業施設などの立地

④車の利用が増え、環境
負荷が増大する

③新たなインフラ（道路等）
の整備が必要になり、維
持管理のコストも増える

②車を利用で
きない高齢
者などの、　
生活が不便
になる

①中心市街地の
空洞化

店舗などの生活利便施設

①まちがうすく
　広がる

①地域の核の衰退

④郊外化の歯止め

①中心市街地に様々な施設が
　集まっている

③最寄りの生活利便施設で足りないものは、車を使わなくても
　バスなどの公共交通を利用して買い物などに行ける

大規模な商業施設などの誘導

地域の拠点

地域の拠点

地域の拠点

地域の拠点

中心市街地

店舗などの生活利便施設の誘導

②各地域においては、歩いて行ける
範囲に店舗などの生活利便施設
が集まった拠点がある

集落核

副都心
（谷山地域）

地域生活拠点
（支所周辺）

団地核

中心市街地

集落核

団地核

大規模集客
施設等の誘導

生活利便
施設の
集約

徒歩
生活圏
の形成

その他周辺地域

その他
周辺地域

その他
周辺地域

鹿児島市域

＜本市が目指すコンパクトなまちの概念図＞
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立地適正化計画区域
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居住誘導区域
都市機能誘導区域

誘導施設の設定

医療
商業

公共交通機関

コンパクトなまちづくりの必要性コンパクトなまちづくりの必要性1

本市の取組み本市の取組み3

かごしまコンパクトなまちづくりプランの概要かごしまコンパクトなまちづくりプランの概要4

まちづくりの方向性まちづくりの方向性2

　本市では、人口減少・超高齢社会に対応したコンパクトなまち
づくりを実現するため、地域の核となる地区に、日常生活に必要
な施設が集約されるよう、土地利用の誘導方針として、平成24年
3月に「鹿児島市集約型都市構造に向けた土地利用ガイドプラ
ン」（以下「土地利用ガイドプラン」という。）を策定しています。
　土地利用ガイドプランでは、本市が目指すコンパクトなまちの
拠点として、「中心市街地」、「副都心」、「地域生活拠点」、「団地
核」、「集落核」の５つを設定するとともに、各拠点が公共交通で結
ばれているというまちの構造を示しています。

これまでのまちづくり

問 

題

　人口減少と高齢化が進む社会において、これまでの人口増加・都市の拡大成長
を前提としたまちづくりを続けた場合、以下の問題が発生する恐れがあります。

①安価で広い土地が入手できる郊外に住宅や大規模な商業施設などが拡散
して立地するため、まちがうすく広がる。これにより、中心市街地が空洞化
し、各地域の核が衰退する。
②車を利用できない高齢者などが店舗などを利用しにくくなり、生活が不便
になる。

③新たなインフラ（道路等）の整備が必要になり、維持管理のコストも増える。
④車の利用が増え、CO2排出量が増加するなど、環境に与えるマイナスの影響
（環境負荷）が増大する。
⑤開発により自然が失われる。　 　　　　　　　　　　　    　　  など

今後のまちづくりのあり方
（コンパクトなまちへの転換）

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち

　今後は、日常生活に必要な施設や住まいがまとまり、多くの人が車に頼るこ
となく、歩いて暮らせる“コンパクトなまち”を目指す必要があります。

①中心市街地に商業・業務、医療、福祉、教育、文化・芸術などの様々な施設が
集まっている。

②各地域においては、歩いて行ける範囲に店舗などの日常生活に必要な施
設が集まった拠点がある。

③最寄りの施設で足りないものは、車を使わなくてもバスなどの公共交通を
利用して買い物などに行ける。

④郊外化に歯止めがかかっている。
　（郊外における大規模な商業施設の立地抑制等）　　　　　　　　　 など

〈立地適正化計画〉

か ご し ま
コンパクトな
まちづくり
プ　ラ　ン

鹿児島市

土地利用ガイドプラン（H24.3策定）

まちづくりの方向性： 「歩いて暮らせるまちづくり」

このままだと・・・

現状及び将来予測

今後、道路や下水道などの老朽化が進み、
改修などに必要な経費の増加が見込まれ
ることから、市の財政状況はさらに厳しさを
増します。

人口減少による公共交通利用者の減少に
伴い、運行本数の減少などサービス水準の
低下が懸念されます。

人口減少に伴い、まちがうすく広がり、日常
生活に必要な地域の施設の撤退や、中心
市街地の活力・にぎわいが失われる恐れが
あります。

公共交通
●　路線バスの利用者数は、年々
減少し、日常生活の交通手
段維持・確保のため、多くの
費用を市が負担している。

経済活動
●　郊外部への大規模小売店の
進出が見受けられる。

●　市全体の小売等販売額等は
減少傾向

地価
●　市街化区域の平均地価は
年々下落し、ここ２０年間で
半減。

財政
●　本市の財政（歳出）において、
福祉や医療に係る費用の
割合が増加。

　本市には鹿児島、吉田、松元、郡山、喜入都市計画区域の5つの都市計画区域があ
りますが、これらの全てを対象区域とします。（都市計画区域外はプランの対象区域に
なりません。）

※「線引き」とは、計画的に市街化を
図る市街化区域と、市街化を抑制
すべき市街化調整区域とに区分
する制度のこと。

プランの対象区域は？ プランに定めた内容は？
本市の現状や将来人口の推計に基づくまちづくりの基本的方針

プランの目標年次と目標値（人口密度）

一定の人口密度を維持し、日常生活に必要な施設や地域コミュニティが
持続的に確保されるよう居住を誘導する居住誘導区域

日常生活に必要な商業、医療、金融施設を誘導する都市機能誘導区域

都市機能誘導区域に誘導すべき施設（誘導施設）

居住や都市機能を誘導するための施策（誘導施策）

※印の住宅団地については、団地核を２箇所設定

拠点名（計46箇所） 概ねの位置 

中心市街地（1箇所） 鹿児島中央駅周辺、いづろ・天文館地区、鹿児島駅周辺 

牟礼岡団地、花野団地、伊敷団地・岡之原団地・千年団地※、
伊敷ニュータウン・西玉里団地、緑ヶ丘団地、玉里団地、原良団地、
武岡団地・武岡ハイランド・武岡ピュアタウン・武岡台※、
西郷団地※、星ヶ峯ニュータウン・星ヶ峯南、
皇徳寺ニュータウン・南皇徳寺台※、桜ヶ丘団地・魚見ヶ原団地

副都心（1箇所） 谷山駅周辺

地域生活拠点
（10箇所）

団地核
（16箇所）

花尾小学校周辺、南方小学校周辺、吉田小学校周辺、本城小学校周辺、
皆与志小学校周辺、小山田小学校周辺、犬迫小学校周辺、東昌小学校周辺、
石谷小学校周辺、中山小学校周辺、福平小学校周辺、平川小学校周辺、
瀬々串小学校周辺、中名小学校周辺、一倉小学校周辺、前之浜小学校周辺、
生見小学校周辺、桜洲小学校周辺

集落核
（18箇所）

郡山地域
吉田地域
伊敷地域
吉野地域
松元地域
喜入地域
桜島地域

郡山支所から郡山小学校にかけての県道伊集院蒲生溝辺線沿道
大原地区の県道鹿児島吉田線沿道
伊敷支所周辺
吉野支所周辺の県道鹿児島吉田線沿道
松元支所・薩摩松元駅周辺、上伊集院駅周辺、春山小学校周辺
喜入支所周辺
東桜島支所周辺、桜島支所周辺

国道等 

県道 

鉄道 

新幹線 

市街化区域・
用途地域 

市街化調整区域・
用途地域外
（用途白地） 

都市計画区域外 

中心市街地 

〈凡例〉

副都心 

地域生活拠点 

団地核 

集落核 

S51年 Ｈ21年

※資料：国土数値情報　土地利用３次メッシュ

将来予測される社会情勢  人口減少・超高齢社会

※資料 ： ・国勢調査
 ・国立社会保障・人口問題研究所（社人研）（H25.3推計）

①利便性の高いまちを維持するために、※中心市街地や※副都心などに大規模な商
業施設などを誘導するとともに、※地域生活拠点や※団地核、※集落核を基本とし
て、日常生活に必要な施設を誘導し、一定の人口密度を維持しながら歩いて暮ら
せる生活圏の形成を図ります。

②人口の集約や行財政の効率的な運営のために、コンパクトで安全な市街地の
形成に向けた土地利用の促進を図ります。

③中心市街地や副都心にある施設に誰もが行けるようになるため、利便性・効率性
の高い、持続可能な公共交通体系の構築を図り、拠点間がネットワーク化された
市街地の形成を図ります。

■年少人口（0～14歳）　■生産年齢人口（15～64歳）　■老年人口（65歳以上）
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人口
人口は平成２２年では約６１万人となっており、増加してきたが、２７年
では約６０万人に減少している。また、少子高齢化が進んでいる。

土地利用
人口増加に伴い市街地が拡大。

0～６４歳人口割合が
減少

６５歳以上人口割合が
増加

約２５年後には
本市人口が約８万人減少

※中心市街地、副都心、地域生活拠点、団地核、集落核・・・「３  本市の取組み」に示す土地利用ガイドプランで設定した拠点

年少人口

生産年齢
人口

老年人口

国勢調査 社人研推計

本市人口は約8万人減

建物用地〈凡例〉

●平成26年に都市再生特別措置法が改正され、コンパクトなまちづくりを進めていくための「立地適正化計画」を、
市町村が策定できるようになりました。

●立地適正化計画には、居住を誘導する区域や、日常生活に必要な施設を誘導する区域などを定めます。

●本市の立地適正化計画は「かごしまコンパクトなまちづくりプラン」という名称で進めていきます。

立地適正化計画について

平成29年3月

吉田都市計画区域
（非線引き）

郡山都市計画区域

松元都市計画区域

（非線引き）

（非線引き）

喜入都市計画区域
（非線引き）

鹿児島都市計画区域
（線引き）

　本市では、人口減少と少子高齢化が進むなか、誰もが安心、快適に生活できるまちを実現するため、
｢住まい｣や｢日常生活に必要な施設(商業施設、医療施設、金融施設、公共施設等)｣がまとまって立地し、
バスなどの公共交通によりこれらの施設に行くことができるコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考えでまち
づくりを進めることを目的とした『かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）』を策定しました。



吉田都市計画
区域
まちづくりの基本的方針
●大原地域などを中心に
日常生活に必要な施設
を誘導します。
●バスを中心に拠点間や
中心市街地との公共交
通ネットワークの維持・
確保を図ります。

松元都市計画
区域
まちづくりの基本的方針
●鉄道駅や既存集落を中心
に日常生活に必要な施設
を誘導します。
●鉄道沿線の拠点間や中心
市街地へは鉄道を中心
に、その他の拠点間はバ
スを中心に公共交通ネッ
トワークの維持・確保を
図ります。

鹿児島都市計画区域
まちづくりの基本的方針
●広域的なエリアの拠点となるよう、中央地
域や谷山地域には大規模な商業施設など
を誘導します。
●鉄道や市電、バスによる公共交通体系の構
築を図ります。

喜入都市計画区域
まちづくりの基本的方針
●鉄道駅を中心に日常生活に必要な施設を誘導
します。
●鉄道沿線の拠点間や副都心及び中心市街地へは
鉄道を中心に、東西方向はバスを中心に公共交通
ネットワークの維持・確保を図ります。

郡山都市計画
区域
まちづくりの基本的方針
●土地区画整理事業区域内
や既存集落に日常生活に必
要な施設を誘導します。

●バスを中心に拠点間や中心
市街地との公共交通ネット
ワークの維持・確保を図り
ます。

※1 土地利用ガイドプランにおける拠点・ゾーン名称
※2 「店舗面積」…大規模小売店舗立地法に規定する小売業を行うための店舗の用に供される床面積

将来的に人口密度を維持していく区域。医療、福祉、商業
などの施設が集まっており、生活利便性が確保される区
域を居住誘導区域とします。
※市街化調整区域には居住誘導区域を定められません。

土地利用ガイドプランにおいて、大規模な商業施設など
を誘導する中心市街地及び副都心、日常生活に必要な施
設を誘導する地域生活拠点・団地核・集落核を設定して
いることから、居住誘導区域内にあるこれらの拠点を都
市機能誘導区域とします。

誘導施設の設定方法
●都市機能誘導区域に立地する（新たに建てる、維持する）ことが望ましい施設を、誘導施設として設定します。
●誘導施設は日常生活に必要な施設である商業、医療、金融施設を基本としますが、商業施設については、拠点に応じ
て店舗面積を設定します。

【開発行為】

【建築等行為】

【開発行為】 【建築等行為】
①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が
1,000 ㎡以上のもの

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合
②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の
住宅とする場合

誘導施設を有する建築物の建築目的の
開発行為

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

　居住誘導区域外における住宅開発などの動きや、都市機能誘導区域外における誘導施設の
整備などの動きを把握するため、立地適正化計画の区域（都市計画区域）のうち、各誘導
区域外において、以下の行為を行おうとする場合には、着手する30日前までに市長への
届出が必要となります。（都市再生特別措置法第88条、第108条）
　届出に必要な提出書類や手続きなど、詳しくは鹿児島市ホームページをご覧ください。

・ 居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合

住宅開発などに関する届出対象行為

・ 都市機能誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合
・ 設定外の誘導施設について、都市機能誘導区域内で、以下の行為を行おうとする場合

誘導施設の整備に関する届出対象行為

目標
指標

都市
計画区域

居住誘導区域の人口密度

社人研
（H52推計）

目標値
（Ｈ52）

鹿児島

吉　田

喜　入

松　元

郡　山

（ 65.4人／ha ）

（ 25.5人／ha ）

（ 12.7人／ha ）

（ 21.5人／ha ）

（ 12.0人／ha ）

現在値
(H22国勢調査ベース)

73.5人／ha

27.3人／ha

16.4人／ha

20.7人／ha

11.4人／ha

70.5人／ha以上

27.9人／ha以上

13.9人／ha以上

23.5人／ha以上

13.0人／ha以上

目標年次と目標値目標年次と目標値6居住誘導区域と都市機能誘導区域居住誘導区域と都市機能誘導区域5

届出届出9

誘導施設誘導施設8

目標年次

誘導施策誘導施策7

目標値

【お問い合わせ先】鹿児島市　建設局　都市計画部　都市計画課　ＴＥＬ：099-216-1378
【詳細な情報はホームページをご覧下さい】　https://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/toshikekaku/richtekiseika.html

都市機能誘導区域①
●中心市街地(広域商業高度集積ゾーン)※1

●副都心(広域商業集積ゾーン)※1

●商業施設（※2店舗面積1,000㎡以上）
●診療所、歯科診療所
●銀行等

都市機能誘導区域③
●集落核※1

●物品販売業を営む店舗（※2店舗面積150㎡以上）
●診療所、歯科診療所
●銀行等

都市機能誘導区域②
●中心市街地（広域交流空間形成ゾーン）※1

●副都心（副都心形成支援ゾーン）※1

●地域生活拠点、団地核※1

●商業施設（※2店舗面積1,000㎡以上10,000㎡未満）
●診療所、歯科診療所
●銀行等

居住や都市機能の誘導に関する方向性
●拠点となる地区に日常生活に必要な施設を誘導し、一定の人口密度を
　維持しながら歩いて暮らせる生活圏の形成を図ります。
●コンパクトで安全な市街地の形成に向けた土地利用の促進を図ります。

公共交通に関する方向性
●利便性・効率性の高い持続可能な公共交通体系の構築を図り、拠点間が
　ネットワーク化された市街地の形成を図ります。

①の例示

3戸の開発行為

3戸の建築行為

1,300 ㎡  1戸の開発行為

800 ㎡  2戸の開発行為

②の例示

①の例示

1戸の建築行為

〈凡例〉

施策・事業の実施

届　出

※調整に時間を要する場合がありますので、事前相談もご検討ください。

※着手30日前まで
着　手調　整

必要に応じて

都市計画区域

市街化区域・用途地域

都市機能誘導区域②
　中心市街地（広域交流空間形成ゾーン）
　副都心（副都心形成支援ゾーン）
　地域生活拠点、団地核

都市機能誘導区域③
　集落核　※幹線道路沿道（道路境界から50m）

都市機能誘導区域①
　中心市街地（広域商業高度集積ゾーン）
　副都心（広域商業集積ゾーン）

居住誘導区域　
　除外区域（急傾斜地崩壊危険区域、保安林、
　工業地域、工業専用地域、流通業務地区、
　地区計画で住宅の建築が制限されている区域、
　風致地区、農用地区域、臨港地区、斜面緑地）

要

要

要

要

不要

不要

要

要 不要

要 不要

不要

不要

目標値として、目標年次に維持すべき居住誘導区域の人口密度を次のとおり
とします。

本市では、人口減少問題の克服などに向けて取り組む施策をまとめた「鹿児
島市まち・ひと・しごと創生 総合戦略」を策定しており、これとも整合を図りな
がら、様々な施策・事業を実施していきます。

2040（平成52）年

※｢店舗面積｣…大規模小売店舗立地法に規定する小売業を行うための店舗の用に供される床面積
※都市計画法等の法令に基づき立地の制限のある地域はこれに従います。

都市機能誘導区域の設定方針

居住誘導区域の設定方針居住誘導区域の設定方針

・・・届出が必要な行為 ・・・届出を要しない行為

例
例

例


